
1令和３年 10月４日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

令和 ３ 年 10 月 ４ 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ６５ 　号）

　　　　条　　　例
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の

　利用等に関する条例及び石川県個人情報保護条例の一

　部を改正する条例 （デジタル推進課）　１

○石川県動物の愛護及び管理に関する条例 （薬事衛生課）　１

○石川県公営競馬施設整備基金条例 （競馬総務課）　10

　
行 政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例及び石川県個人情報保

護 条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　 　
令 和三年十月四日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県条例第三十三号

　
石 川県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

　 　
令 和三年十月四日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

目　　　　　　　　　　　次

条　　　　　　　　例

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年

石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 「 第 十 九 条 第 十 号 」 を 「 第 十 九 条 第 十 一 号 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 条 の 三 の 表 第 三 十 一 条 の 項 中 「 総 務 大 臣 」 を 「 内 閣 総 理 大 臣 」 に 、 「 第 十 九 条 第 七 号 」

を 「 第 十 九 条 第 八 号 」 に 、 「 同 条 第 八 号 」 を 「 同 条 第 九 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県

個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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石 川県条例第三十四号

目 次
第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 八 条 ）

第 二 章 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策 （ 第 九 条 ― 第 十 一 条 ）

第 三 章 動 物 の 適 正 な 取 扱 い

第 一 節 通 則 （ 第 十 二 条 ― 第 十 五 条 ）

第 二 節 多 頭 飼 養 の 届 出 （ 第 十 六 条 ・ 第 十 七 条 ）

第 三 節 緊 急 時 の 措 置 等 （ 第 十 八 条 ― 第 二 十 条 ）

第 四 節 動 物 の 収 容 等 （ 第 二 十 一 条 ― 第 二 十 四 条 ）

第 四 章 雑 則 （ 第 二 十 五 条 ― 第 二 十 八 条 ）

第 五 章 罰 則 （ 第 二 十 九 条 ― 第 三 十 四 条 ）

附 則
第 一 章 総 則

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 県 民 の 動 物 の 愛

護 に 関 す る 精 神 の 高 揚 を 図 る と と も に 、 動 物 に よ る 人 の 生 命 、 身 体 及 び 財 産 に 対 す る 侵 害 並 び に

生 活 環 境 の 保 全 上 の 支 障 を 防 止 し 、 も っ て 人 と 動 物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的

と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 動 物 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 四 十 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 愛 護 動 物 を い う 。

二 特 定 動 物 法 第 二 十 五 条 の 二 に 規 定 す る 特 定 動 物 を い う 。

三 飼 い 主 動 物 の 所 有 者 又 は 占 有 者 を い う 。

四 動 物 取 扱 業 者 法 第 十 二 条 第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 第 一 種 動 物 取 扱 業 者 及 び 法 第 二 十 四 条 の

石 川 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例

三 第 一 項 に 規 定 す る 第 二 種 動 物 取 扱 業 者 を い う 。

（ 県 の 責 務 ）

第 三 条 県 は 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 法 第 六 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 動 物 愛 護 管 理 推 進 計 画 を 策 定 す る も の と す る 。

２ 県 は 、 前 項 の 動 物 愛 護 管 理 推 進 計 画 に 即 し て 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に つ い て の 県 民 の 理 解 を 深

め る と と も に 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る も の と す る 。
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半 島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公 布する。

　 　
令 和三年七月五日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

第 二 章 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策

（ 動 物 愛 護 精 神 の 高 揚 ）

第 九 条 県 は 、 人 と 動 物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 を 図 る た め 、 県 民 の 動 物 の 愛 護 に 関 す る 精 神 の 高 揚

及 び 動 物 の 適 正 な 飼 養 に 関 す る 知 識 の 普 及 に 努 め る と と も に 、 県 民 、 飼 い 主 、 市 町 等 に 対 し 、 動

物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 必 要 な 情 報 の 提 供 、 技 術 的 な 助 言 そ の 他 の 支 援 を 行 う も の と す る 。

（ 動 物 の 返 還 及 び 譲 渡 し の 推 進 ）

（ 市 町 の 責 務 ）

第 四 条 市 町 は 、 地 域 の 実 情 に 応 じ て 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に つ い て の 住 民 の 理 解 を 深 め る と と も

に 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 県 民 の 責 務 ）

第 五 条 県 民 は 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に つ い て の 理 解 を 深 め る と と も に 、 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 動

物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 飼 い 主 等 の 責 務 ）

第 六 条 飼 い 主 は 、 そ の 責 任 を 十 分 に 自 覚 し て 、 所 有 し 、 又 は 占 有 す る 動 物 の 種 類 、 習 性 等 を 理 解

し 、 そ の 動 物 に み だ り に 苦 痛 を 与 え な い よ う に 飼 養 す る よ う 努 め る と と も に 、 そ の 動 物 が 人 の 生

命 、 身 体 若 し く は 財 産 に 害 を 加 え 、 生 活 環 境 の 保 全 上 の 支 障 を 生 じ さ せ 、 又 は 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す

こ と の な い よ う 努 め る も の と す る 。

２ 飼 い 主 は 、 畜 産 そ の 他 の 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 所 有 し 、 又 は 占 有 す る 動 物 の 終 生 飼 養

（ 法 第 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 終 生 飼 養 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 努 め る も の と す る 。

３ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 飼 い 主 は 、 や む を 得 ず 所 有 し 、 又 は 占 有 す る 動 物 の 終 生 飼 養 が 困 難

と な っ た 場 合 は 、 自 ら の 責 任 に お い て そ の 動 物 の 所 有 又 は 占 有 を 希 望 す る 者 に 譲 り 渡 す よ う 努 め

る も の と す る 。

４ 飼 い 主 に な ろ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 前 三 項 に 規 定 す る 飼 い 主 の 責 務 に 関 す る 理 解 を 深 め る

よ う 努 め る も の と す る 。

（ 公 益 社 団 法 人 石 川 県 獣 医 師 会 の 役 割 ）

第 七 条 公 益 社 団 法 人 石 川 県 獣 医 師 会 （ 以 下 「 県 獣 医 師 会 」 と い う 。 ） は 、 そ の 専 門 的 な 知 識 を 活

用 し 、 県 、 市 町 、 県 民 及 び 飼 い 主 等 が 第 三 条 か ら 前 条 ま で に 規 定 す る 責 務 を 果 た す た め に 必 要 な

協 力 、 支 援 そ の 他 第 一 条 に 規 定 す る 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業 を 実 施 す る よ う 努 め る も の

と す る 。

（ 動 物 取 扱 業 者 の 責 務 ）

第 八 条 動 物 取 扱 業 者 は 、 動 物 を 販 売 し 、 又 は 譲 り 渡 そ う と す る 場 合 に は 、 飼 い 主 に な ろ う と す る

者 に 対 し 、 適 正 な 飼 養 又 は 保 管 の 方 法 に つ い て 説 明 し 、 理 解 を 得 る よ う 努 め 、 そ の 動 物 の 終 生 飼

養 を 促 す と と も に 、 当 該 飼 い 主 に な ろ う と す る 者 に お い て そ の 動 物 の 終 生 飼 養 が 困 難 で あ る と 認

め ら れ る 場 合 に は 、 動 物 を 販 売 し 、 又 は 譲 り 渡 す こ と の な い よ う 努 め る も の と す る 。
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石 川県条例第二十六号

　
過 疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例をここに公布する。

　 　
令 和三年七月五日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

第 十 条 県 は 、 法 、 狂 犬 病 予 防 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 四 十 七 号 ） 又 は こ の 条 例 に 基 づ き 県 が

引 き 取 り 、 又 は 収 容 し た 犬 、 猫 そ の 他 の 動 物 に つ い て 、 殺 処 分 が な く な る こ と を 目 指 し て 、 所 有

者 が い る と 推 測 さ れ る も の に つ い て は そ の 所 有 者 を 発 見 し 、 当 該 所 有 者 に 返 還 す る よ う 努 め る と

と も に 、 所 有 者 が い な い と 推 測 さ れ る も の 、 所 有 者 か ら 引 取 り を 求 め ら れ た も の 又 は 所 有 者 の 発

見 が で き な い も の に つ い て は そ の 飼 養 を 希 望 す る 者 を 募 集 し 、 当 該 希 望 す る 者 に 譲 り 渡 す よ う 努

め る も の と す る 。

（ 多 様 な 主 体 と の 連 携 ）

第 十 一 条 県 は 、 市 町 そ の 他 関 係 行 政 機 関 、 県 獣 医 師 会 、 動 物 の 愛 護 を 目 的 と す る 団 体 、 法 第 三 十

八 条 第 一 項 に 規 定 す る 動 物 愛 護 推 進 員 等 の 多 様 な 主 体 と 連 携 し て 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る

施 策 を 実 施 す る も の と す る 。

第 三 章 動 物 の 適 正 な 取 扱 い

第 一 節 通 則

（ 動 物 の 飼 い 主 の 遵 守 事 項 ）

第 十 二 条 動 物 の 飼 い 主 （ 第 七 号 及 び 第 八 号 に あ っ て は 、 所 有 者 に 限 る 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

一 そ の 動 物 の 種 類 、 発 育 の 状 況 等 に 応 じ て 、 適 切 に 給 餌 及 び 給 水 を す る こ と 。

二 そ の 動 物 の 健 康 状 態 を 日 常 的 に 確 認 し 、 必 要 に 応 じ て 獣 医 師 に よ る 診 療 を 受 け さ せ る こ と そ

の 他 の そ の 動 物 の 健 康 を 保 持 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。

三 そ の 動 物 の 種 類 、 習 性 等 を 考 慮 し た 飼 養 施 設 （ 法 第 十 条 第 二 項 第 六 号 に 規 定 す る 飼 養 施 設 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 飼 養 又 は 保 管 を す る こ と 。

四 ね ず み 、 は え 、 蚊 、 の み そ の 他 の 衛 生 動 物 の 侵 入 又 は 悪 臭 の 発 生 を 防 止 す る た め 、 そ の 動 物

の 飼 養 施 設 の 内 外 を 常 に 清 潔 に し 、 そ の 動 物 の ふ ん 尿 、 毛 、 羽 毛 等 の 適 切 な 処 理 を 行 う こ と 。

五 そ の 動 物 が 道 路 、 公 園 そ の 他 の 公 共 の 場 所 又 は 他 人 が 所 有 し 、 若 し く は 占 有 す る 土 地 、 建 物 、

車 両 、 船 舶 等 を ふ ん 尿 、 毛 、 羽 毛 等 に よ り 汚 損 し 、 又 は 損 壊 し な い よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ

と 。

六 そ の 動 物 の 鳴 き 声 、 臭 い 等 に よ り 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す こ と の な い よ う に す る こ と 。

七 そ の 動 物 が み だ り に 繁 殖 し て 適 正 に 飼 養 す る こ と が 困 難 と な ら な い よ う 、 繁 殖 に 関 す る 適 切

な 措 置 を 講 ず る こ と 。

八 そ の 動 物 の 所 有 者 の 氏 名 、 連 絡 先 等 を 記 載 し た 首 輪 又 は 名 札 の 装 着 そ の 他 の そ の 動 物 が 自 己

の 所 有 に 係 る も の で あ る こ と を 明 ら か に す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と 。

九 そ の 動 物 の 逸 走 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と 。

十 そ の 動 物 （ 特 定 動 物 を 除 く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） が 逸 走 し た と き は 、 そ の 動 物 を 自

ら の 責 任 に お い て 速 や か に 捜 索 し 、 及 び 捕 獲 す る こ と 。

十 一 そ の 動 物 が 人 の 生 命 又 は 身 体 に 害 を 加 え た と き は 、 直 ち に 被 害 者 の 救 護 及 び 更 な る 事 故 の
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石 川県条例第二十七号

（ 多 頭 飼 養 の 届 出 ）

第 十 六 条 犬 又 は 猫 の 飼 い 主 （ 動 物 取 扱 業 者 、 化 製 場 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 四 十

号 ） 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 者 そ の 他 規 則 で 定 め る 者 を 除 く 。 ） は 、 そ の 犬 又 は

猫 （ 生 後 九 十 一 日 未 満 の 犬 又 は 猫 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 数 （ 犬 及 び 猫 の 双 方 の

飼 養 又 は 保 管 を す る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ ら の 数 を 合 算 し た 数 。 以 下 「 飼 養 数 」 と い う 。 ） が 一

の 飼 養 施 設 に お い て 六 以 上 と な っ た と き は 、 三 十 日 以 内 に 、 そ の 飼 養 施 設 ご と に 、 規 則 で 定 め る

発 生 を 防 止 す る た め の 措 置 を 講 ず る こ と 。

十 二 地 震 、 火 災 そ の 他 の 災 害 （ 以 下 「 災 害 」 と い う 。 ） が 発 生 し た 場 合 に お け る 動 物 の 適 正 な

保 護 及 び 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を あ ら か じ め 定 め て お き 、 災 害 時 に そ の 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と 。

（ 犬 の 飼 い 主 の 遵 守 事 項 ）

第 十 三 条 犬 の 飼 い 主 は 、 前 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な

い 。
一 犬 の 飼 養 又 は 保 管 を し て い る こ と を 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 明 ら か に す る こ と 。

二 そ の 犬 の 発 育 、 飼 養 又 は 保 管 の 目 的 、 環 境 等 に 応 じ て 、 訓 練 そ の 他 の そ の 犬 が 人 の 生 命 、 身

体 若 し く は 財 産 に 害 を 加 え 、 又 は 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す こ と の な い よ う に す る た め の し つ け を す る

こ と 。

（ 犬 の 係 留 義 務 ）

第 十 四 条 犬 の 飼 い 主 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 そ の 犬 の 係 留 （ 逃 亡 の お そ

れ が な く 、 か つ 、 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 に 害 を 加 え る お そ れ が な い 方 法 で 、 お り そ の 他 の 囲 い

の 中 に 収 容 し 、 又 は 固 定 さ れ た 物 に ロ ー プ 、 鎖 等 を 用 い て つ な い で お く こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を し て お か な け れ ば な ら な い 。

一 警 察 犬 、 狩 猟 犬 、 身 体 障 害 者 補 助 犬 （ 身 体 障 害 者 補 助 犬 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第

二 条 第 一 項 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 補 助 犬 を い う 。 ） 又 は 人 、 家 畜 、 農 作 物 等 に 対 す る 野 生 鳥 獣

に よ る 被 害 を 防 ぐ た め に 追 い 払 い に 使 役 す る 犬 を そ の 目 的 の た め に 使 用 し 、 又 は 訓 練 す る と き 。

二 そ の 犬 を 制 御 す る こ と が で き る 者 が ロ ー プ 、 鎖 等 に よ り そ の 犬 を 確 実 に 保 持 す る 方 法 そ の 他

の 逃 亡 の お そ れ が な く 、 か つ 、 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 に 害 を 加 え る お そ れ が な い 方 法 で そ の

犬 を 訓 練 し 、 移 動 し 、 又 は 運 動 さ せ る と き 。

三 そ の 犬 を 展 覧 会 、 競 技 会 、 サ ー カ ス そ の 他 こ れ ら に 類 す る 催 し 物 に 使 用 す る と き 。

（ 猫 の 飼 い 主 の 遵 守 事 項 ）

第 十 五 条 猫 の 飼 い 主 は 、 第 十 二 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 そ の 猫 の 健 康 及 び 安 全 を 保 持 し 、 並

び に 周 辺 の 生 活 環 境 の 保 全 上 の 支 障 を 生 じ さ せ な い よ う に す る た め 、 そ の 猫 を 飼 養 施 設 （ 屋 内 に

限 る 。 ） で 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

第 二 節 多 頭 飼 養 の 届 出
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と こ ろ に よ り 次 に 掲 げ る 事 項 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

一 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

二 飼 養 施 設 の 所 在 地

三 そ の 犬 又 は 猫 の 飼 養 数 及 び こ れ ら の う ち 不 妊 又 は 去 勢 の 措 置 が 実 施 さ れ た 犬 又 は 猫 の 数

四 そ の 犬 又 は 猫 の 飼 養 又 は 保 管 の 方 法

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項

２ 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 に は 、 規 則 で 定 め る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 変 更 等 の 届 出 ）

第 十 七 条 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 （ 規 則 で 定 め る

軽 微 な 変 更 を 除 く 。 ） が あ っ た と き 、 又 は 当 該 届 出 に 係 る 飼 養 施 設 に お け る 飼 養 又 は 保 管 を 廃 止

し た と き （ 飼 養 数 が 六 未 満 と な っ た と き を 含 む 。 ） は 、 三 十 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

第 三 節 緊 急 時 の 措 置 等

（ 逸 走 時 の 措 置 ）

第 十 八 条 特 定 動 物 の 飼 い 主 は 、 そ の 特 定 動 物 が 逸 走 し た と き は 、 直 ち に 知 事 に 通 報 し な け れ ば な

ら な い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て は 、 そ の 特 定 動 物 の 飼 い 主 は 、 直 ち に そ の 特 定 動 物 が 逸 走 し た 旨 を 周 辺 の

地 域 の 住 民 に 周 知 す る と と も に 、 そ の 特 定 動 物 の 捕 獲 そ の 他 の 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 に 対 す る

侵 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

（ 事 故 発 生 時 の 措 置 ）

第 十 九 条 第 十 二 条 第 十 一 号 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 特 定 動 物 の 飼 い 主 は 、 発 生 し た 事 故 及 び 講

じ た 措 置 の 内 容 を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 直 ち に 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

２ 第 十 二 条 第 十 一 号 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 犬 の 飼 い 主 は 、 そ の 犬 が 人 を か ん だ と き は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 直 ち に 知 事 に 届 け 出 る と と も に 、 そ の 犬 に 獣 医 師 に よ る 診 断 を 受 け さ せ 、

及 び 事 故 が 発 生 し た と き か ら 二 週 間 以 上 堅 固 な お り に 入 れ 、 又 は 堅 固 な 口 輪 を つ け て お か な け れ

ば な ら な い 。

（ 措 置 命 令 ）

第 二 十 条 知 事 は 、 法 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ る も の の ほ か 、 特 定 動 物 が 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 に

害 を 加 え 、 又 は 加 え る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 特 定 動 物 の 飼 い 主 に 対 し 、 期 限 を 定 め

て 、 当 該 特 定 動 物 に よ る 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 に 対 す る 侵 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講

ず る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

２ 知 事 は 、 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 犬 そ の 他 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 に 害 を 加 え 、 又

は 加 え る お そ れ が あ る と 認 め る 犬 の 飼 い 主 に 対 し 、 期 限 を 定 め て 、 当 該 犬 に よ る 人 の 生 命 、 身 体

又 は 財 産 に 対 す る 侵 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。
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保 護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　 　
令 和三年七月五日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県条例第二十八号

第 四 節 動 物 の 収 容 等

（ 係 留 を さ れ て い な い 犬 の 収 容 ）

第 二 十 一 条 知 事 は 、 係 留 を さ れ て い な い 犬 （ 第 十 四 条 各 号 に 該 当 す る 場 合 の も の を 除 く 。 ） が あ

る と 認 め る と き は 、 こ れ を 収 容 す る こ と が で き る 。

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 収 容 を 行 う た め 、 そ の 職 員 に 当 該 犬 を 捕 獲 さ せ る も の と す る 。

３ 前 項 の 規 定 に よ り 捕 獲 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 証 明 す る 証 票 を 携 帯 し 、 関 係 者 か ら 請 求 が あ

っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 動 物 の 愛 護 を 目 的 と す る 団

体 そ の 他 の 者 に 当 該 犬 の 捕 獲 を 委 託 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 項 の 規 定 は 、 当 該

委 託 を 受 け た 者 に つ い て 準 用 す る 。

（ 収 容 し た 犬 等 の 取 扱 い ）

第 二 十 二 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 犬 を 収 容 し た 場 合 に お い て 、 そ の 飼 い 主 が 判 明 し て

い る と き は そ の 飼 い 主 に そ の 犬 を 引 き 取 る べ き 旨 を 通 知 し 、 又 は そ の 飼 い 主 が 判 明 し な い と き は

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り そ の 犬 の 種 類 そ の 他 の 事 項 を 公 示 を し 、 及 び そ の 飼 い 主 に 返 還 す る も

の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 は 、 犬 の 飼 い 主 が 同 項 の 通 知 を 受 け 取 っ た 日 の 翌 日 又 は 同 項 の

公 示 の 期 間 が 満 了 し た 日 の 翌 日 ま で に そ の 犬 を 引 き 取 ら な い と き は 、 そ の 犬 を 処 分 す る こ と が で

き る 。 た だ し 、 や む を 得 な い 理 由 に よ り こ れ ら の 期 限 ま で に 引 き 取 る こ と が で き な い 飼 い 主 が そ

の 旨 及 び 相 当 の 期 間 内 に 引 き 取 る 旨 を 申 し 出 た と き は 、 そ の 期 間 が 経 過 す る ま で は そ の 犬 を 処 分

す る こ と が で き な い 。

３ 前 二 項 の 規 定 は 、 法 第 三 十 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 本 文 の 規 定 に よ り 所 有 者 の

判 明 し な い 犬 又 は 猫 を 引 き 取 っ た 場 合 及 び 法 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 所 有 者 の 判 明 し な い

犬 、 猫 等 の 動 物 を 収 容 し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。

（ 動 物 の 譲 渡 し ）

第 二 十 三 条 知 事 は 、 法 第 三 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 引 き 取 っ た 犬 若 し く は 猫 、 前 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 処 分 す る こ と が で き る こ と と な っ た 犬 又 は 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 処 分 す る こ と が で き る こ と と な っ た 犬 、 猫 等 の 動 物 の う ち 譲 渡 し に 適 す る と 認 め る も の

を そ の 飼 養 を 希 望 す る 者 に 譲 り 渡 す こ と が で き る 。

（ 薬 物 に よ る 犬 の 捕 獲 等 ）

第 二 十 四 条 知 事 は 、 犬 に よ る 人 の 生 命 又 は 身 体 に 対 す る 侵 害 を 防 止 す る た め 緊 急 の 必 要 が あ る 場

合 に お い て 、 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 収 容 を 行 う こ と に つ い て 著 し く 困 難 な 事 情 が あ る と

認 め る と き は 、 関 係 市 町 長 の 意 見 を 聞 い て 、 区 域 及 び 日 時 を 定 め 、 係 留 を さ れ て い な い 犬 を 薬 物

を 使 用 し て 捕 獲 し 、 又 は 薬 殺 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 知 事 は 、 当 該 区 域 内 及 び そ

の 周 辺 の 住 民 に 対 し て 、 薬 物 を 使 用 し て 犬 を 捕 獲 し 、 又 は 薬 殺 す る 旨 を 周 知 し な け れ ば な ら な い 。



8 令和３年 10月４日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　
石 川県介護福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　 　
令 和三年七月五日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県条例第二十九号

２ 前 項 の 規 定 に よ る 捕 獲 又 は 薬 殺 及 び 住 民 に 対 す る 周 知 の 方 法 は 、 規 則 で 定 め る 。

３ 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 捕 獲 又 は 薬 殺 を 行 う と き は 、 関 係 市 町 長 及 び 住 民 に 協 力 を 求 め る

こ と が で き る 。

第 四 章 雑 則

（ 報 告 の 徴 収 ）

第 二 十 五 条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 動 物 の 飼 い 主 そ の 他 関 係 者 に 対 し 、

そ の 動 物 の 飼 養 又 は 保 管 に 関 し 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。

（ 立 入 検 査 ）

第 二 十 六 条 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 、 動 物 の 飼 養 施 設 そ の 他

関 係 の あ る 場 所 に 立 ち 入 り 、 飼 養 施 設 若 し く は 書 類 そ の 他 の 物 件 を 検 査 さ せ 、 又 は 関 係 者 に 質 問

さ せ る こ と が で き る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 を す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 証 明 す る 証 票 を 携 帯 し 、 関 係 者 に 提 示 し

な け れ ば な ら な い 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 認 め ら れ た も の と 解 釈 し て は な ら な

い 。

（ 動 物 愛 護 管 理 員 ）

第 二 十 七 条 県 は 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 事 務 を 行 わ せ る た め 、 法 第 三 十 七 条 の 三 第 一 項 の

規 定 に よ り 、 県 に 動 物 愛 護 管 理 担 当 職 員 と し て 、 石 川 県 動 物 愛 護 管 理 員 （ 次 項 に お い て 「 動 物 愛

護 管 理 員 」 と い う 。 ） を 置 く 。

２ 動 物 愛 護 管 理 員 は 、 獣 医 師 等 動 物 の 適 正 な 飼 養 及 び 保 管 に 関 し 専 門 的 な 知 識 を 有 す る 県 の 職 員

の う ち か ら 知 事 が 任 命 す る 。

（ 委 任 ）

第 二 十 八 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

第 五 章 罰 則

第 二 十 九 条 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

第 三 十 条 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は 第 二 十 六 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し た 者 は 、 二 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

第 三 十 一 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一 第 十 四 条 の 規 定 に 違 反 し た 者

二 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者

第 三 十 二 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 五 万 円 以 下 の 罰 金 又 は 科 料 に 処 す る 。

一 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 報 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 通 報 を し た 者

二 第 十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者

第 三 十 三 条 法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は
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石 川県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　 　
令 和三年七月五日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県条例第三十号

人 の 業 務 に 関 し 、 第 二 十 九 条 か ら 前 条 ま で の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の

法 人 又 は 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑 又 は 科 料 刑 を 科 す る 。

第 三 十 四 条 第 十 六 条 第 一 項 又 は 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 届 出 を し た 者 は 、

五 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 犬 の 危 害 防 止 条 例 及 び 石 川 県 動 物 愛 護 管 理 員 の 設 置 に 関 す る 条 例 の 廃 止 ）

２ 次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。

一 犬 の 危 害 防 止 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 六 号 。 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ）

二 石 川 県 動 物 愛 護 管 理 員 の 設 置 に 関 す る 条 例 （ 令 和 二 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ）

（ 経 過 措 置 ）

３ 旧 条 例 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 又 は 届 出 は 、 こ の 条 例 の 相 当 規 定 に 基 づ い て な さ れ た 処 分 又

は 届 出 と み な す 。

４ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 飼 養 数 が 六 以 上 と な っ て い る 犬 又 は 猫 の 飼 い 主 に 対 す る 第 十 六 条 第 一

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 六 以 上 と な っ た 」 と あ る の は 「 六 以 上 と な っ て い る 」 と 、

「 三 十 日 以 内 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 九 十 日 以 内 」 と す る 。

５ こ の 条 例 の 施 行 前 に 旧 条 例 の 規 定 に 違 反 し て な さ れ た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

６ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 第 四 号 中 「 犬 の 危 害 防 止 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 六 号 ） 」 を 「 石 川

県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

７ 石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 二 条 の 表 二 十 一 の 項 を 削 り 、 同 表 二 十 一 の 二 の 項 を 同 表 二 十 一 の 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ

う に 加 え る 。

二 十 一 の 二 石 川 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 石 川 県

条 例 第 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 条 例 の 施

行 の た め の 規 則 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の

イ 条 例 第 十 六 条 第 一 項 及 び 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

ロ 条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 報 の 受 理

金 沢 市

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三 十四

　 　　　　　

 三 十四
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指 定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正

す る条例をここに公布する。

　 　
令 和三年七月五日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県条例第三十一号

　
石 川県公営競馬施設整備基金条例をここに公布する。

　 　
令 和三年十月四日

石 川県知事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川県条例第三十五号

ハ 条 例 第 十 九 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

ニ 条 例 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 必 要 な 措 置 の 命 令

ホ 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 収 容

へ 条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 捕 獲

ト 条 例 第 二 十 一 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 捕 獲 の 委 託

チ 条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 通 知 又 は 公 示 及 び 返 還

リ 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 （ 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 処 分

ヌ 条 例 第 二 十 三 条 の 規 定 に よ る 譲 渡 し

ル 条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 薬 物 に よ る 捕 獲 又 は 薬 殺 及 び

周 知

ヲ 条 例 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 報 告 の 徴 収

ワ 条 例 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査

（ 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

８ 石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 八 十 五 の 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

八 十 五 の 三 石 川 県

動 物 の 愛 護 及 び 管

理 に 関 す る 条 例 （ 令

和 三 年 石 川 県 条 例

第 号 ） 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 条

例 」 と い う 。 ） に 関

す る 事 務

条 例 第 二 十 二 条 第 一

項 （ 同 条 第 三 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） の 規 定 に よ

る 動 物 の 返 還

動 物 返 還

手 数 料

次 に 掲 げ る 額 を 合 算 し た 額

イ 一 頭 、 一 匹 又 は 一 羽 の

動 物 一 日 に つ き 四 百 円

ロ 一 件 に つ き 四 千 円

（ 設 置 ）

第 一 条 公 営 競 馬 場 の 施 設 の 整 備 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 石 川 県 公 営 競 馬 施 設 整 備 基 金

（ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 石 川 県 公 営 競 馬 特 別 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に

石 川 県 公 営 競 馬 施 設 整 備 基 金 条 例

　 　　　

 三 十四
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お い て 「 予 算 」 と い う 。 ） に お い て 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る も の と す る 。

た だ し 、 こ の 基 金 に 編 入 す る こ と を 妨 げ な い 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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